
【北小金駅南口第２駐輪場】

◆一時使用される方へのお知らせ◆
令和７年４月１日から一時使用の運用を下記のとおり変更いたします。

❑ 運用変更に伴うご案内
（１）回数券は「北小金駅南口第１駐輪場・北小金駅北口第２駐輪場」等で駐輪前に

購入してください。
（２）回数券のご購入が難しい方は、一時使用券が使える「北小金駅北口第２駐輪場」

等に駐輪してください。

❑ 注意事項
（１）回数券は、一時使用の際にご自身でハンドルに巻き付けて駐輪してください。
（２）回数券が貼付されていない場合は、無断駐輪とみなし、巡回する管理員が

チェーンロックをすることがあります。
（３）回数券の払い戻しはできませんので、予めご了承ください。

運用の変更に伴いご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

松戸市 交通政策課 ≪TEL≫047-366-7439 ≪E-mail≫ mckoutsu@city.matsudo.chiba.jp

変更内容 令和７年３月３１日まで 令和７年４月１日から

一時使用方法
① 「一時使用券」駐輪当日に現地購入

② 「回数券」駐輪前に管理棟で購入
「回数券」のみ

管理体制 常 駐（7:00～19：30） 定期的な巡回


